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カテゴリー:お知らせ 

 

 

   オリックス資源循環株式会社の廃棄物処理施設設置許可 

 申請書等の縦覧を行います 

 
 オリックス資源循環株式会社から一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の

設置許可申請書と周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果書が提出さ

れました。そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第４項及び第１５条第

４項の規定により、この申請書と調査結果書の縦覧を行います。 

 なお、この廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、埼玉県知事に生活

環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。 

 

１ 事業概要 

 （１）申 請 者 オリックス資源循環株式会社 

 （２）申 請 地 大里郡寄居町大字三ケ山字上田２４５番、２４８番３、２４８

番４、３２０番６、字黒岩３１３番１、字西高山３２８番２、３２８番７ 

 （３）施設の種類 焼却施設 

 （４）施設の能力 ４５０．００ｔ／日（２４時間） 

 （５）処 理 品 目  一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業

廃棄物 

 

２ 縦覧期間及び時間 

 令和６年１月１６日（火）から令和６年２月１６日（金）まで 

 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 午前９時から午後４時３０分まで 

 

 

令和 ６年 １月１２日 

環境部 資源循環推進課 
企画調整・一般廃棄物担当 中山、髙橋 

直通 048-830-3106 
内線 3106 

E-mail: a3100-05@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a3100-05@pref.saitama.lg.jp
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３ 縦覧場所 

○埼玉県環境部資源循環推進課 

 （さいたま市浦和区高砂３－１５－１） 

○埼玉県環境部産業廃棄物指導課 

 （さいたま市浦和区高砂３－１５－１） 

○埼玉県北部環境管理事務所（埼玉県熊谷地方庁舎内） 

 （熊谷市末広３－９－１） 

〇埼玉県東松山環境管理事務所（埼玉県東松山地方庁舎内） 

 （東松山市六軒町５－１） 

〇寄居町生活環境エコタウン課（寄居町役場） 

 （大里郡寄居町大字寄居１１８０－１） 

〇深谷市環境水道部環境課（深谷市役所） 

 （深谷市仲町１１－１） 

〇小川町環境農林課（小川町役場） 

 （比企郡小川町大字大塚５５） 

〇東秩父村保健衛生課（東秩父村役場） 

 （秩父郡東秩父村大字御堂６３４） 

 

４ 意見書 

  （１）利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地から、意見書を提出するこ

とができます。 

※意見書の様式は各縦覧場所に備え付けられています。 

  （２）意見書を提出できる期間 

     令和６年１月１６日（火）から令和６年３月１日（金）まで 

  （３）意見書の提出先、提出期限等 

ア 使用する言語 日本語 

イ 提出方法 持参又は郵送 

ウ 提出先 〒360-0031 熊谷市末広 3-9-1 
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  埼玉県北部環境管理事務所（廃棄物・残土対策担当） 

エ 提出期限 

  持参の場合は、（２）の提出期間の最終日（３月１日）の午後５時 

  １５分までに、ウの事務所に提出してください。 

  郵送の場合は、提出期間の最終日の消印まで有効とします。 

 

５ 問合せ先 

  （１）一般廃棄物処理施設に係るお問合せ 

    環境部 資源循環推進課 企画調整・一般廃棄物担当 中山、髙橋 

    直通 ０４８－８３０－３１０６ 

    代表 ０４８－８２４－２１１１（内線３１０６） 

    Ｅ－mail a3100-05@pref.saitama.lg.jp 

 

  （２）産業廃棄物処理施設に係るお問合せ 

    環境部 産業廃棄物指導課 審査担当 田中、牧嶋 

    直通 ０４８－８３０－３１２１ 

    代表 ０４８－８２４－２１１１（内線３１２１） 

    Ｅ－mail a3120-04@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a3100-05@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3120-04@pref.saitama.lg.jp

